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「令和元年度ハンセン病療養所入所者（京都府出身者）

里帰り等事業」に係る業務仕様書

１ 日程

令和元年10月9日（水）～10月11日（金） ２泊３日

２ 参加人数

１３名（ハンセン病療養所入所者及び同施設職員）

＜内訳＞

出発（帰着）地 所在地 参加人数

多磨全生園 東京都東村山市青葉町４－１－１ ２名

駿河療養所 静岡県御殿場市神山1915 ６名

邑久光明園 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253 ５名

合 計 １３名

３ 行程

（１）令和元年10月9日（水）

ア 出発地からＪＲ京都駅（新幹線八条口）まで

出発地 経 路 等

多磨全生園 出発地からＪＲ東京駅まではタクシー

ＪＲ東京駅からＪＲ京都駅までは新幹線のぞみ号（禁煙車指

定席とすること。なお、グリーン車は利用不可。）

駿河療養所 出発地からＪＲ三島駅まではタクシー

ＪＲ三島駅からＪＲ京都駅までは新幹線ひかり号（禁煙車指

定席とすること。なお、グリーン車は利用不可。）

邑久光明園 出発地からＪＲ京都駅までジャンボタクシー

山陽道等、有料道路の利用も可
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イ ＪＲ京都駅以降（参加者のうち10名）

時 間 行 程 備 考

12:30～13:30 京都ガーデンパレス（京都市上京 ＪＲ京都駅新幹線八

区烏丸通下長者町上ル龍前町605）に 条口前で参加者を確認

て昼食会 後、タクシーで移動

13:35～14:00 護王神社（京都市上京区烏丸通下長 徒歩で移動

者町下ル桜鶴円町）参拝

14:10～14:50 京都府庁（京都市上京区下立売通 観光バスで移動

新町西入ル）にてハンセン病啓発展

示見学

14:55～15:55 虎屋茶寮で喫茶（京都一条店） 観光バスで移動

16:10頃目途 宿泊施設Ａに到着 観光バスで移動

18:00～ 夕食会 会場は宿泊施設内

ウ ＪＲ京都駅以降（参加者のうち２名）

時 間 行 程 備 考

12:30～13:30 京都ガーデンパレス（京都市上京 ＪＲ京都駅新幹線八

区烏丸通下長者町上ル龍前町605）に 条口前で参加者を確認

て昼食会 後、タクシーで移動

16:40頃目途 亀岡市内で墓参の後、宿泊施設Ａ 昼食会場からタクシ

に到着 ーで移動

18:00～ 夕食会 会場は宿泊施設内
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（２）令和元年10月10日（木）

時 間 行 程 備 考

8:45 宿泊施設Ａから出発

10:30～10:45 道の駅美山ふれあい広場（南丹市 観光バスで移動

美山町安掛）を見学

11:05～11:45 美山かやぶきの里（南丹市美山町 観光バスで移動

北丁田） 見学

11:50～12:50 料理旅館 枕川楼（南丹市美山町 観光バスで移動

中上前 26）にて昼食

14:15～14:30 南丹PAにて休憩 観光バスで移動

15:15～17:30 みずゑ會（宮川町歌舞練場）観劇 観光バスで移動

開場 15:30/開演 16:00

18:15 宿泊施設Ｂに到着 夕食会 観光バスで移動

（３）令和元年10月11日（金）

ア ＪＲ京都駅まで

時 間 行 程 備 考

10:00 宿泊施設Ｂを出発

10:30～11:15 三十三間堂（京都市東山区三十三間 観光バスで移動

堂廻り町 657）で観光

11:25～12:25 ハイアットリージェンシー京都（京 観光バスで移動

都府京都市東山区三十三間堂廻り

644−2）にて昼食

12:30～13:10 みやこみち（京都駅近鉄モール） 徒歩で移動

で買い物

13:15 ＪＲ京都駅（新幹線八条口）にて

解散式
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イ ＪＲ京都駅以降

帰着地 経 路 等

多磨全生園 ＪＲ京都駅からＪＲ東京駅までは新幹線のぞみ号（禁煙車指

定席とすること。なお、グリーン車は利用不可。）

ＪＲ東京駅から帰着地まではタクシー

駿河療養所 ＪＲ京都駅からＪＲ三島駅までは新幹線ひかり号（禁煙車指

定席とすること。なお、グリーン車は利用不可。）

ＪＲ三島駅から帰着地まではタクシー

邑久光明園 ＪＲ京都駅から帰着地までジャンボタクシー

山陽道等、有料道路の利用も可

４ 留意事項

（１）参加者名簿等について

京都府は、参加者の氏名、性別、出発地及び車椅子利用の有無並びに令和元年10

月9日（水）に亀岡市内に墓参する者の氏名その他本業務を履行するために必要な

事項を受託者に文書により伝達するものとする。

なお、伝達期日等については、京都府と受託者で協議の上、決定することとする。

（２）観光バスについて

・ 観光バスは、可能であればリフト付きバスを1台、難しければ中型のノンステ

ップバス又は低床バスを１台用意すること。

・ 当該バスの駐車料金及び有料道路利用料金は委託料に含まれるものとする。

（３）令和元年10月9日（水）の昼食会について

当該昼食会については、参加者の外、京都府知事及び京都府職員６名が参加する。

昼食は和食とし、１人当たり概ね３千円程度（飲料代含む。）とすること。

なお、京都府職員の昼食代金については、その場で個別に精算を行うため、委託

料には含めないこと。

（４）宿泊施設Ａについて

ア 宿泊施設Ａは、次の要件をいずれも満たすものとすること。

・ 京都市内に所在するホテル又は旅館であること。

・ 車椅子用ボタンを備えたエレベーターが設置されていること。

・ 身体障害者向けのシングル客室を２室以上確保できること。

・ 喫煙可能なシングル客室を１室確保できること又は施設内に喫煙コーナーを

備えていること。

・ 参加者が一同に会して夕食をとることができる場所を備えていること。

なお、朝食については、参加者が一同に会することなく、参加者が各自適宜

にとることとする。
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イ 宿泊施設Ａの宿泊料には夕食及び朝食の料金並びに客室内冷蔵庫の使用料等オ

プション料金も含まれるものとする。

ウ 客室については、ツイン３室（夫婦２組、姉妹１組）、シングル８室（身体障

害者用シングル２室を含む。）の合計15名分を確保すること。

ただし、ツイン３室のうち１室１名分は参加者の親族が、シングル８室のうち

１室は同行する京都府職員が個別に精算を行うため、その分の宿泊料は委託料に

は含めないこと。

（５）令和元年10月10日（木）の昼食会について

当該昼食会については、参加者の外、同行の京都府職員１名が参加する。

昼食は和食とし、１人当たり概ね３千円程度（飲料代含む。）とすること。

なお、京都府職員の昼食代金については、その場で個別に精算を行うため、委託

料には含めないこと。

（６）宿泊施設Ｂについて

ア 宿泊施設Ｂは、次の要件をいずれも満たすものとすること。

・ 京都市内までバスで概ね60分以内に到着できる範囲内に所在すること。

・ 館内に温泉設備を備えたホテル又は旅館であること。

・ 宿泊施設Ａと同一の宿泊施設でないこと。

・ 車椅子用ボタンを備えたエレベーターが設置されていること。

・ 身体障害者向けのシングル客室を２室以上確保できること。

・ 喫煙可能なシングル客室を１室確保できること又は施設内に喫煙コーナーを

備えていること

・ 参加者が一同に会して夕食をとることができる場所を備えていること。

なお、朝食については、参加者が一同に会することなく、参加者が各自適宜

にとることとする

イ 宿泊施設Ｂの宿泊料には夕食及び朝食の料金並びに客室内冷蔵庫の使用料等オ

プション料金も含まれるものとする。

ウ 客室については、ツイン３室（夫婦２組、姉妹１組）、シングル８室（身体障

害者用シングル２室を含む。）の合計15名分を確保すること。

ただし、ツイン３室のうち１室１名分は参加者の親族が、シングル８室のうち

１室は同行する京都府職員が個別に精算を行うため、その分の宿泊料は委託料に

は含めないこと。

（７）令和元年10月11日（金）の昼食会について

当該昼食会については、参加者の外、京都府職員４名が参加する。

昼食は和食とし、１人当たり概ね３千円程度（飲料代含む。）とすること。

なお、京都府職員の昼食代金については、その場で個別に精算を行うため、委託

料には含めないこと。

（８）添乗員について

受託者は、令和元年10月9日（水）のＪＲ京都駅新幹線八条口集合時から令和元

年10月11日（金）の解散式までの間、本旅行に添乗員を１名以上同行させること。

なお、本業務実施期間中における当該添乗員に係る人件費、宿泊費及び食事代等

も委託料に含まれるものとする。
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（９）旅行傷害保険について

受託者は、参加者について次の要件を満たす団体用の傷害保険に加入すること。

ア 補償範囲

出発時から帰着時までの全行程

イ 補償額

死亡・後遺障害 850万円以上

入院日額 ６千円以上（入院日数１日から補償）

通院日額 ４千円以上（通院日数１日から補償）

（10）委託料の精算について

契約代金の精算方法は次に定めるとおりとする。

ア 参加人数が減少した場合

食事代、宿泊代、新幹線代、観劇料等について、入札内訳書に記載の単価に

当該減少した人数を乗じた額から、取消料を控除した額を契約代金から減ずる。

イ タクシー借上料に余剰額が生じた場合

タクシー借上料は、入札内訳書に記載の金額を上限とし、支払実績額が当該

上限額を下回った場合、当該上限額から支払実績額を控除した額を契約代金か

ら減ずる。

（11）変更契約の締結について

参加予定人数を増加させる必要が生じた場合又は観劇の興業中止若しくは災害の

発生等により行程に大幅な修正が必要となった場合は、京都府と受託者が協議の上、

変更契約を締結するものとする。

なお、京都府の責に帰さない事由による延期の場合の取消料の取扱いについては、

京都府と受託者が協議するものとする。


